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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

廃棄施設に係る記載について，事業許可基準規則とウラン・プル

トニウム混合酸化物燃料加工施設安全審査指針（以下「ＭＯＸ指針」

という。）の比較により，事業許可基準規則17条において追加され

た要求事項を整理する。（第１表） 



第１表 事業許可基準規則第 17条とＭＯＸ指針 比較表(１/６) 

 

 

事 業 許 可 基 準 規 則  

第 17 条 （ 廃 棄 施 設 ）  
Ｍ Ｏ Ｘ 指 針  比 較 結 果  

（ 廃 棄 施 設 ）  

第 十 七 条  加 工 施 設 に は 、 通 常 時 に お い て 、 周 辺 監

視 区 域 の 外 の 空 気 中 及 び 周 辺 監 視 区 域 の 境 界 に お け

る 水 中 の 放 射 性 物 質 の 濃 度 を 十 分 に 低 減 で き る よ

う 、 加 工 施 設 に お い て 発 生 す る 放 射 性 廃 棄 物 を 処 理

す る 能 力 を 有 す る 廃 棄 施 設 （ 安 全 機 能 を 有 す る 施 設

に 属 す る も の に 限 り 、 放 射 性 廃 棄 物 を 保 管 廃 棄 す る

設 備 を 除 く 。 ） を 設 け な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 解 釈 ）  

１  第 １ 項 に 規 定 す る 「 周 辺 監 視 区 域 の 外 の 空 気 中

及 び 周 辺 監 視 区 域 の 境 界 に お け る 水 中 の 放 射 性 物 質

の 濃 度 を 十 分 に 低 減 で き る 」 と は 、 周 辺 環 境 へ 放 出

さ れ る 放 射 性 物 質 の 濃 度 及 び 量 を 合 理 的 に 達 成 で き

る 限 り 少 な く す る た め 、 気 体 廃 棄 物 処 理 施 設 に あ っ

て は 、 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ （ 粉 末 状 の 核 燃 料 物 質 を

取 り 扱 う 工 程 等 、 排 気 系 へ の 核 燃 料 物 質 の 移 行 率 が

高 い 工 程 か ら の 排 気 系 に つ い て は 、 ２ 段 以 上 設 け

る 。 ） 、 エ ア ウ ォ ッ シ ャ 等 の 除 去 設 備 に よ り 、 液 体

廃 棄 物 処 理 施 設 に あ っ て は 、 凝 集 沈 殿 、 ろ 過 、 蒸 発

処 理 、 希 釈 処 理 、 イ オ ン 交 換 等 に よ り 、 適 切 な 処 理

が 行 え る こ と を い う 。  

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ７ ． 放 射 性 廃 棄 物 の 放 出 管 理  

１ ． 放 射 性 気 体 廃 棄 物 の 放 出 管 理  

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 で 発 生 す る 放 射 性 気 体 廃 棄 物

に つ い て は 、排 気 に 含 ま れ て 周 辺 環 境 へ 放 出 さ れ る 放

射 性 物 質 を 合 理 的 に 達 成 で き る 限 り 少 な く す る た め 、

高 性 能 エ ア フ ィ ル タ 等 の 適 切 な 除 去 設 備 を 設 け 、放 出

管 理 が で き る 設 計 で あ る こ と 。  

特 に 粉 末 状 の 核 燃 料 物 質 を 取 扱 う 工 程 等 、排 気 系 へ の

核 燃 料 物 質 の 移 行 率 が 高 い と 考 え ら れ る 工 程 か ら の

排 気 系 に は 、２ 段 以 上 の 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ を 設 け る

こ と 。  

 

２ ． 放 射 性 液 体 廃 棄 物 の 放 出 管 理  

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 で 発 生 す る 放 射 性 液 体 廃 棄 物

に つ い て は 、排 水 に 含 ま れ て 敷 地 境 界 外 へ 放 出 さ れ る

放 射 性 物 質 を 合 理 的 に 達 成 で き る 限 り 少 な く す る た

め 、必 要 に 応 じ て 、ろ 過 、蒸 発 、イ オ ン 交 換 、凝 集 沈

殿 等 の 適 切 な 処 理 を 行 い 、放 出 管 理 が で き る 設 計 で あ

る こ と 。  

 

（ 解 説 ）  

放 射 性 液 体 廃 棄 物 の 放 出 に 当 た っ て 、敷 地 境 界 外 へ 直

接 放 出 し な い 場 合 に は 、放 射 性 液 体 廃 棄 物 の 放 出 箇 所

に お い て 排 水 に 含 ま れ る 放 射 性 物 質 の 濃 度 を 合 理 的

に 達 成 で き る 限 り 低 く す る よ う 放 出 管 理 が な さ れ れ

ば 、 指 針 の 要 求 は 満 足 す る も の と す る 。  

変 更 な し  
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第１表 事業許可基準規則第 17条とＭＯＸ指針 比較表(２/６) 

 

 

事 業 許 可 基 準 規 則  

第 17 条 （ 廃 棄 施 設 ）  
Ｍ Ｏ Ｘ 指 針  備 考  

（ 解 釈 ）  

２  第 １ 項 に 規 定 す る 「 十 分 に 低 減 で き る 」 と は 、

Ａ Ｌ Ａ Ｒ Ａ の 考 え の 下 、 「 発 電 用 軽 水 型 原 子 炉 施

設 周 辺 の 線 量 目 標 値 に 関 す る 指 針 」 （ 昭 和 ５ ０ 年

５ 月 １ ３ 日 原 子 力 委 員 会 決 定 ） に お い て 定 め る 線

量 目 標 値 （ 5 0 マ イ ク ロ シ ー ベ ル ト ／ 年 ） を 参 考

に 、 公 衆 の 線 量 を 合 理 的 に 達 成 で き る 限 り 低 減 で

き る も の で あ る こ と を い う 。  

 

(Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ２ ． 平 常 時 条 件  

 平 常 時 に お け る Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 か ら 環 境 へ の

放 射 性 物 質 （ プ ル ト ニ ウ ム 及 び ウ ラ ン を 含 む 。 以 下

同 じ 。 ） の 放 出 等 に 伴 う 一 般 公 衆 の 線 量 が 、 法 令 に

定 め る 線 量 限 度 を 超 え な い こ と は も と よ り 、 合 理 的

に 達 成 で き る 限 り 低 い も の で あ る こ と 。  

 

 

変 更 な し  

（ 解 釈 ）  

３  上 記 ２ の 「 線 量 目 標 値 を 参 考 に 、 公 衆 の 線 量 を

合 理 的 に 達 成 で き る 限 り 低 減 で き る も の で あ る こ

と 」 の 確 認 は 、 以 下 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す

る 。   

一  排 気 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 公 衆 の 被 ば く  

①  加 工 施 設 で 取 り 扱 う 放 射 性 物 質 の 形 態 、 性

状 及 び 取 扱 量 、 工 程 か ら 排 気 系 へ の 移 行 率 並

び に 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ 等 除 去 系 の 捕 集 効 率

を 考 慮 し て 排 気 に 含 ま れ て 放 出 さ れ る 放 射 性

物 質 の 年 間 放 出 量 を 算 定 す る こ と 。  

 

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ２ ． 平 常 時 条 件  

１ ． 排 気 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 一 般 公 衆 の 被 ば く  

（ １ ）  Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 で 取 扱 う 核 燃 料 物 質 の

形 態 ・ 性 状 及 び 取 扱 量 、 工 程 か ら 排 気 系 へ の 移 行 率

並 び に 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ 等 除 去 系 の 捕 集 効 率 を 考

慮 し て 排 気 に 含 ま れ て 放 出 さ れ る 放 射 性 物 質 の 年 間

放 出 量 を 算 定 す る こ と 。  

 

 

変 更 な し  

 

 

1
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第１表 事業許可基準規則第 17条とＭＯＸ指針 比較表(３/６) 

 

事 業 許 可 基 準 規 則  

第 17 条 （ 廃 棄 施 設 ）  
Ｍ Ｏ Ｘ 指 針  備 考  

（ 解 釈 ）  

 ②  適 切 な 方 法 に よ り 、公 衆 の 線 量 を 評 価 し 、合 理

的 に 達 成 で き る 限 り 低 い も の で あ る こ と を 確 認 す る

こ と 。  

 

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ２ ． 平 常 時 条 件  

１ ． 排 気 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 一 般 公 衆 の 被 ば く  

（ ３ ）  （ ２ ） 以 外 の 場 合 に は 、 適 切 な 方 法 に よ り 、

一 般 公 衆 の 線 量 を 計 算 し 、合 理 的 に 達 成 で き る 限 り 低

い も の で あ る こ と を 確 認 す る こ と 。  

 

（ 解 説 ）  

排 気 中 及 び 排 水 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 一 般 公 衆  の

被 ば く 線 量 の 計 算 に お け る「 適 切 な 方 法 」と は 、「 発

電 用 原 子 炉 施 設 の 安 全 解 析 に 関 す る 気 象 指 針 」等 を 参

考 に 適 切 な 解 析 モ デ ル 及 び パ ラ メ ー タ の 値 を 用 い て

計 算 す る こ と を い う 。  

 

変 更 な し  

（ 解 釈 ）  

③  放 射 性 物 質 の 年 間 放 出 量 か ら 計 算 さ れ る 公 衆

の 線 量 が 十 分 な 安 全 裕 度 の あ る 拡 散 条 件 を 考 慮 し て

も 極 め て 小 さ く な る こ と が 明 ら か な 場 合 に は 、上 記 ②

の 線 量 の 評 価 は 要 し な い も の と す る 。  

 

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ２ ． 平 常 時 条 件  

１ ． 排 気 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 一 般 公 衆 の 被 ば く  

（ ２ ） （ １ ）で 求 め た 放 射 性 物 質 の 年 間 放 出 量 か ら

み て 、 十 分 な 安 全 裕 度 の あ る 拡 散 条 件 を 考 慮 し て も 、

一 般 公 衆 の 線 量 が 極 め て 小 さ く な る こ と が 明 ら か な

場 合 に は 、 線 量 の 評 価 は 要 し な い も の と す る 。  

 

 

変 更 な し  

 

 

1
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第１表 事業許可基準規則第 17条とＭＯＸ指針 比較表(４/６) 

 

事 業 許 可 基 準 規 則  

第 17 条 （ 廃 棄 施 設 ）  
Ｍ Ｏ Ｘ 指 針  備 考  

（ 解 釈 ）  

二  排 水 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 公 衆 の 被 ば く  

 ①  加 工 施 設 か ら 排 水 に 含 ま れ て 放 出 さ れ る 放 射

性 物 質 の 年 間 放 出 量 又 は 年 間 平 均 濃 度 を 算 定 す る こ

と 。  

 

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ２ ． 平 常 時 条 件  

２ ． 排 水 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 一 般 公 衆 の 被 ば く  

（ １ ） Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 で 取 扱 う 核 燃 料 物 質 の 形

態・性 状 及 び 取 扱 量 、排 水 処 理 設 備 か ら 排 水 へ の 移 行

率 等 を 考 慮 し て 、排 水 に 含 ま れ て 放 出 さ れ る 放 射 性 物

質 の 年 間 放 出 量 を 算 定 す る こ と 。  

 

 

変 更 な し   

（ 解 釈 ）  

②  適 切 な 方 法 に よ り 公 衆 の 線 量 を 評 価 し 、合 理 的 に

達 成 で き る 限 り 低 い も の で あ る こ と を 確 認 す る こ と 。 

 

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ２ ． 平 常 時 条 件  

２ ． 排 水 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 一 般 公 衆 の 被 ば く  

（ ３ ） （ ２ ）以 外 の 場 合 に は 、適 切 な 方 法 に よ り 一

般 公 衆 の 線 量 を 計 算 し 、合 理 的 に 達 成 で き る 限 り 低 い

も の で あ る こ と を 確 認 す る こ と 。  

 

（ 解 説 ）  

１ ． 排 気 中 及 び 排 水 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 一 般 公 衆  

の 被 ば く 線 量 の 計 算 に お け る「 適 切 な 方 法 」と は 、「 発

電 用 原 子 炉 施 設 の 安 全 解 析 に 関 す る 気 象 指 針 」等 を 参

考 に 適 切 な 解 析 モ デ ル 及 び パ ラ メ ー タ の 値 を 用 い て

計 算 す る こ と を い う 。  

 

 

変 更 な し  

 

 

1
-
5
 



第１表 事業許可基準規則第 17条とＭＯＸ指針 比較表(５/６) 

 

事 業 許 可 基 準 規 則  

第 17 条 （ 廃 棄 施 設 ）  
Ｍ Ｏ Ｘ 指 針  備 考  

（ 解 釈 ）  

 ③  放 射 性 物 質 の 年 間 放 出 量 又 は 年 間 平 均 濃 度 か

ら 計 算 さ れ る 公 衆 の 線 量 が 十 分 な 安 全 裕 度 の あ る 拡

散 条 件 を 考 慮 し て も 極 め て 小 さ く な る こ と が 明 ら か

な 場 合 に は 、上 記 ② の 線 量 の 評 価 は 要 し な い も の と す

る 。  

 

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ２ ． 平 常 時 条 件  

２ ． 排 水 中 の 放 射 性 物 質 に よ る 一 般 公 衆 の 被 ば く  

（ ２ ） （ １ ）で 求 め た 放 射 性 物 質 の 年 間 放 出 量 か ら

み て 、 十 分 な 安 全 裕 度 の あ る 拡 散 条 件 を 考 慮 し て も 、

一 般 公 衆 の 線 量 が 極 め て 小 さ く な る こ と が 明 ら か な

場 合 に は 、 線 量 の 評 価 は 要 し な い も の と す る 。  

 

 

変 更 な し   

（ 解 釈 ）  

三  線 量 の 合 算  

上 記 一 及 び 二 に お い て 計 算 さ れ た 線 量 を 合 算 し た 線

量 が 、合 理 的 に 達 成 で き る 限 り 低 い も の で あ る こ と を

確 認 す る こ と 。  

 

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ２ ． 平 常 時 条 件  

４ ． 線 量 の 合 算  

 上 記 １ 、 ２ に お い て 、 線 量 評 価 を 行 っ た 場 合 に は 、

３ の 結 果 も 含 め 、適 切 に 線 量 の 合 算 を 行 い 、合 理 的 に

達 成 で き る 限 り 低 い も の で あ る こ と を 確 認 す る こ と 。 

 

 

変 更 な し  

 

 

1
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第１表 事業許可基準規則第 17条とＭＯＸ指針 比較表(６/６) 

 

事 業 許 可 基 準 規 則  

第 17 条 （ 廃 棄 施 設 ）  
Ｍ Ｏ Ｘ 指 針  備 考  

２  加 工 施 設 に は 、放 射 性 廃 棄 物 を 保 管 廃 棄 す る た め

に 必 要 な 容 量 を 有 す る 放 射 性 廃 棄 物 の 保 管 廃 棄 施 設

（ 安 全 機 能 を 有 す る 施 設 に 属 す る も の に 限 る 。）を 設

け な け れ ば な ら な い 。  

 

（ Ｍ Ｏ Ｘ 指 針 ）  

指 針 ８ ． 貯 蔵 等 に 対 す る 考 慮  

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 に お け る 、Ｍ Ｏ Ｘ 粉 末 、燃 料 集

合 体 等 の 貯 蔵 、放 射 性 廃 棄 物 の 保 管 廃 棄 等 に 起 因 す る

ガ ン マ 線 及 び 中 性 子 線 に よ る 一 般 公 衆 の 線 量 を 、十 分

な 安 全 裕 度 の あ る 条 件 を 設 定 し て 計 算 す る こ と と し 、

そ の 値 が 合 理 的 に 達 成 で き る 限 り 低 い も の で あ る こ

と を 確 認 す る こ と 。ま た 、貯 蔵 の 施 設 は 、必 要 に 応 じ

て 適 切 な 冷 却 の 機 能 を 有 す る こ と 。  

変 更 な し  
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事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（1/14）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
加工施設の位置、構造及び備基準に関する規則 

（廃棄施設） 

第十七条 加工施設には、通常時において、周辺監視区域の

外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性

物質の濃度を十分に低減できるよう、加工施設において発

生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設（安

全機能を有する施設に属するものに限り、放射性廃棄物を

保管廃棄する設備を除く。）を設けなければならない。 

加工施設の位置、構造及び備基準に関する規則解釈 

（第１７条 廃棄施設） 

１ 第１項に規定する「周辺監視区域の外の空気中及び周辺

監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低

減できる」とは、周辺環境へ放出される放射性物質の濃度及

び量を合理的に達成できる限り少なくするため、気体廃棄物

処理施設にあっては、高性能エアフィルタ（粉末状の核燃料

物質を取り扱う工程等、排気系への核燃料物質の移行率が高

い工程からの排気系については、２段以上設ける。）、エア

ウォッシャ等の除去設備により、液体廃棄物処理施設にあっ

ては、凝集沈殿、ろ過、蒸発処理、希釈処理、イオン交換等

により、適切な処理が行えることをいう。

一．加工施設の位置，構造及び設備 

記載なし 

（添付書類六） 

ニ．放射性廃棄物の廃棄に関する管理

放射性廃棄物の廃棄については，放射性物質の放出に伴う一

般公衆の線量が「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める

線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成できる限

り低くなるよう，放出する放射性物質の低減を行う。

一．加工施設の位置，構造及び設備 

記載なし 

（添付書類五） 

ハ．環境安全設計

(イ) 放射性廃棄物の放出に対する考慮

(１) 放射性気体廃棄物

加工施設から周辺環境へ放出される放射性物質を合理的に達

成できる限り少なくするため，管理区域からの排気は，高性

能エアフィルタで放射性物質を除去した後，放射性物質の濃

度等を監視し，排気筒の排気口から放出する。 

建屋及びグローブボックスを設置する部屋等は，建屋排気設

備，工程室排気設備及びグローブボックス排気設備により排

気し，高性能エアフィルタ２段でろ過した後，排気筒の排気

口から放出する。 

グローブボックス等及びフード等は，グローブボックス排気

設備により排気し，高性能エアフィルタ３段又は４段で放射

性物質を除去した後，排気筒の排気口から放出する。 

放射性気体廃棄物の放出に当たっては，排気中の放射性物質

の濃度等を監視することにより，排気口において排気中の放

射性物質の濃度が「平成12年科学技術庁告示第13号」に定め

る周辺監視区域外の空気中の濃度限度以下となるようにす

る。 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ロ．加工施設の一般構造

(ト) その他の主要な構造

（１）安全機能を有する施設

⑨ 廃棄施設

廃棄施設（安全機能を有する施設に属するものに限り，放

射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）は，通常時におい

て，周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界にお

ける水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう，線量

目標値指針を参考に，公衆の線量を合理的に達成できる設計

とする。 

（添付書類六） 

ニ．放射性廃棄物の廃棄に関する管理

放射性廃棄物の廃棄については，放射性物質の放出に伴う公

衆の線量が線量告示に定められた線量限度を超えないことは

もとより，合理的に達成できる限り低くなるよう，放出する

放射性物質の低減を行う。

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ロ．加工施設の一般構造

(ト) その他の主要な構造

（１）安全機能を有する施設

⑨ 廃棄施設

ａ．気体廃棄物の廃棄施設

ＭＯＸ燃料加工施設から周辺環境へ放出される放射性物質を

合理的に達成できる限り少なくするため，管理区域からの排

気は，高性能エアフィルタで放射性物質を除去した後，放射

性物質の濃度等を監視し，排気筒の排気口から放出する設計

とする。放射性気体廃棄物の放出に当たっては，排気中の放

射性物質の濃度の測定及び放射能レベルを監視することによ

り，排気口において排気中の放射性物質の濃度が線量告示に

定められた周辺監視区域外の空気中の濃度限度以下となるこ

とを確認する。 

（添付書類五） 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備

(１) 設計基準対象の施設

① 概要

気体廃棄物の廃棄設備は，ＭＯＸ燃料加工施設から周辺環境

へ放出される放射性物質を合理的に達成できる限り少なくす

るため，管理区域からの排気は，高性能エアフィルタで放射

性物質を除去した後，放射性物質の濃度等を監視し，排気筒

の排気口から放出する設計とする。 

燃料加工建屋及びグローブボックスを設置する部屋等は，建

屋排気設備，工程室排気設備及びグローブボックス排気設備

により排気し，高性能エアフィルタ２段でろ過した後，排気

筒の排気口から放出する設計とする。 

グローブボックス等及びフード等は，グローブボックス排気

設備により排気し，高性能エアフィルタ３段又は４段で放射

性物質を除去した後，排気筒の排気口から放出する。 

放射性気体廃棄物の放出に当たっては，排気中の放射性物質

の濃度等を監視することにより，排気口において排気中の放

射性物質の濃度が線量告示に定める周辺監視区域外の空気中

の濃度限度以下となるようにする。 

「周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における

水中の放射性物質の濃度を十分に低減できる」については、既

許可添付書類六「ニ．放射性廃棄物の廃棄に関する管理」に、

放射性物質の放出に伴う一般公衆の線量が「平成 12 年科学技

術庁告示第 13 号」に定める線量限度を超えないことはもとよ

り，合理的に達成できる限り低くなるよう，放出する放射性物

質の低減を行うことを記載している。 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直しを

実施する。 

「気体廃棄物処理施設にあっては、高性能エアフィルタ（粉末

状の核燃料物質を取り扱う工程等、排気系への核燃料物質の移

行率が高い工程からの排気系については、２段以上設け

る。）、エアウォッシャ等の除去設備により、適切な処理が行

えることをいう。」については、既許可添付書類五 ハ．環境

安全設計 (イ) 放射性廃棄物の放出に対する考慮「（１）放

射性気体廃棄物」にて処理の方法を記載している。 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直しを

実施する。 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則及び解釈の表現を踏まえて要求機能の明確化 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則及び解釈の表現を踏まえて要求機能の明確化 

記載の変更なし 



事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（2/14）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
一．加工施設の位置，構造及び設備 

記載なし 

（添付書類五） 

ハ．環境安全設計

(イ) 放射性廃棄物の放出に対する考慮

(２) 放射性液体廃棄物

加工施設で発生する放射性液体廃棄物は，分析設備から発生

する廃液，放出管理分析設備から発生する廃液，管理区域内

で発生する空調機器ドレン水等並びに油類である。

分析設備から発生する廃液は，分析設備の分析済液処理装置

で分析済みの液中からプルトニウム等を回収した後の放射性

物質の濃度が十分低い廃液と，通常放射性物質が含まれてい

ない試薬調整器具の洗浄水等の廃液である。 

放出管理分析設備から発生する廃液は，試料の前処理で使用

した器具の洗浄水等の廃液である。 

管理区域内で発生する空調機器ドレン水等は，通常放射性物

質が含まれない廃液である。 

これらの放射性液体廃棄物のうち油類を除くものは，分析設

備の分析済液処理装置から発生する廃液等及び放出管理分析

設備から発生する廃液と管理区域内で発生する空調機器ドレ

ン水等を区分して，それぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽

に受け入れ，排水中に含まれて放出される放射性物質を合理

的に達成できる限り少なくするため，必要に応じてろ過又は

吸着の処理を行い，廃液貯槽に送液する。廃液貯槽では排水

中の放射性物質の濃度が「平成12年科学技術庁告示第13号」

に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを

放出の都度確認した後，排水口から放出する。

なお，廃液貯槽等では必要に応じ希釈処理を行う。また，廃

液貯槽の廃液は必要に応じ，ろ過処理又は吸着処理を行う。 

排水口からの排水は，再処理施設の低レベル廃液処理設備の

海洋放出系の第一放出前貯槽に送液し海洋放出管を経由して

沖合約３km，水深約44ｍの海洋へ放出する。 

液体廃棄物の廃棄設備の主要な設備，構成機器の処理能力を

ｂ．液体廃棄物の廃棄施設 

ＭＯＸ燃料加工施設で発生する放射性液体廃棄物は，分析設

備から発生する廃液，放出管理分析設備から発生する廃液，

管理区域内で発生する空調機器ドレン水等並びに油類であ

る。 

分析設備から発生する廃液は，分析設備の分析済液処理装置

で分析済みの液中からプルトニウム等を回収した後の放射性

物質の濃度が十分低い廃液と，通常放射性物質が含まれてい

ない試薬調整器具の洗浄水等の廃液である。 

放出管理分析設備から発生する廃液は，試料の前処理で使用

した器具の洗浄水等の廃液である。 

管理区域内で発生する空調機器ドレン水等は，通常放射性物

質が含まれない廃液である。 

これらの放射性液体廃棄物のうち油類廃棄物を除くものは，

分析設備の分析済液処理装置から発生する廃液，試薬調整器

具の洗浄水等及び放出管理分析設備から発生する廃液並びに

管理区域内で発生する空調機器ドレン水等を区分して，それ

ぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に受け入れ，廃液中に含

まれて放出される放射性物質を合理的に達成できる限り少な

くするため，必要に応じてろ過又は吸着の処理を行い，廃液

貯槽に送液する。廃液貯槽では廃液中の放射性物質の濃度が

線量告示に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度以下

であることを排出の都度確認した後，排水口から排出する設

計とする。 

（添付書類五） 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設

(ロ) 液体廃棄物の廃棄設備

（１）概要

ＭＯＸ燃料加工施設で発生する放射性液体廃棄物のうち油類

廃棄物を除くものは，分析設備から発生する廃液，放出管理

分析設備から発生する廃液，管理区域内で発生する空調機器

ドレン水等である。

分析設備から発生する廃液は，分析設備の分析済液処理装置

で分析済みの液中からプルトニウム等を回収した後の放射性

物質の濃度が十分低い廃液と，通常放射性物質が含まれてい

ない試薬調整器具の洗浄水等の廃液である。

放出管理分析設備から発生する廃液は，試料の前処理で使用

した器具の洗浄水等の廃液である。

管理区域内で発生する空調機器ドレン水等は，通常放射性物

質が含まれない廃液である。

ＭＯＸ燃料加工施設で発生する放射性液体廃棄物のうち油類

廃棄物を除くものは，分析設備の分析済液処理装置から発生

する廃液，試薬調整器具の洗浄水等及び放出管理分析設備か

ら発生する廃液並びに管理区域内で発生する空調機器ドレン

水等を区分して，それぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に

受け入れ，排水中に含まれて放出される放射性物質を合理的

に達成できる限り少なくするため，必要に応じてろ過又は吸

着の処理を行い，廃液貯槽に送液する。廃液貯槽では排水中

の放射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺監視区域外

の水中の濃度限度以下であることを排出の都度確認した後，

排水口から排出する設計とする。

なお，廃液貯槽等では，必要に応じて希釈処理を行う。

また，廃液貯槽の廃液は必要に応じて，ろ過処理又は吸着処

理を行う。

排水口から排出した排水は，再処理施設の海洋放出管理系の

第１放出前貯槽に送液し，海洋放出管を経由して沖合約３

km，水深約44ｍの海洋へ放出する。

(３) 主要設備の仕様

液体廃棄物の廃棄設備は，低レベル廃液処理設備，廃油保管

室の廃油保管エリア及び海洋放出管理系で構成する。液体廃

棄物の廃棄設備の主要な設備，構成機器の処理能力を以下に

「液体廃棄物処理施設にあっては、凝集沈殿、ろ過、蒸発処

理、希釈処理、イオン交換等により、適切な処理が行えること

をいう。」については、既許可添付書類五 ハ．環境安全設計 

(イ) 放射性廃棄物の放出に対する考慮「（２）放射性液体廃

棄物」にて処理の方法を記載している。

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直しを

実施する。 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則及び解釈の表現を踏まえて要求機能の明確化 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

整理資料の表現を踏まえて放射性液体廃棄物の記載の明確

化 



事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（3/14）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 

加工施設の位置、構造及び備基準に関する規則解釈 

（第１７条 廃棄施設） 

１ 第１項に規定する「周辺監視区域の外の空気中及び周辺

監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低

減できる」とは、周辺環境へ放出される放射性物質の濃度及

び量を合理的に達成できる限り少なくするため、気体廃棄物

処理施設にあっては、高性能エアフィルタ（粉末状の核燃料

物質を取り扱う工程等、排気系への核燃料物質の移行率が高

い工程からの排気系については、２段以上設ける。）、エア

ウォッシャ等の除去設備により、液体廃棄物処理施設にあっ

以下に示す。放射性液体廃棄物の推定発生量は，分析設備の

分析済液処理装置から発生する廃液等及び放出管理分析設備

から発生する廃液については約0.2ｍ3/d，管理区域内で発生

する空調機器ドレン水等については約1.5ｍ3/dである。 

設置

場所 
主要な設備及び構成機器 処理能力又は貯槽容量 

液体

廃棄

物処

理室 

低レベル廃液処理設備 － 

検査槽 
約５ｍ3×２台 

約1.5ｍ3×２台 

ろ過処理装置 約５ｍ3/d 

吸着処理装置 約0.2ｍ3/d 

廃液貯槽 約15ｍ3×３台 

また，放射性物質に汚染された又は汚染のおそれがあるとみ

なされた油類廃棄物は，ドラム缶等に封入し，廃油保管室に

保管廃棄する。 

油類廃棄物の推定発生量 

（200Ｌドラム缶換算） 

保管能力 

（200Ｌドラム缶換算） 

約５本/年 約100本 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備

(１) 構造

気体廃棄物の廃棄設備は，建屋排気設備，工程室排気設備，

グローブボックス排気設備及び窒素循環設備で構成する。各

示す。放射性液体廃棄物の推定発生量は，分析設備の分析済

液処理装置から発生する廃液等及び放出管理分析設備から発

生する廃液については約0.5ｍ3/d，管理区域内で発生する空

調機器ドレン水等については約４ｍ3/dである。 

設置場所 
主要な設備及び構成

機器 

処理能力又は貯槽容

量 

液体廃棄物

処理第１

室，液体廃

棄物処理第

２室，液体

廃棄物処理

第３室 

低レベル廃液処理設

備 
－ 

検査槽 
約10ｍ3×２基 

約２ｍ3×２基 

ろ過処理装置 約５ｍ3/d 

吸着処理装置 約0.5ｍ3/d 

廃液貯槽 約22ｍ3×３基 

また，放射性物質に汚染された又は汚染のおそれがあるとみ

なされた油類廃棄物は，ドラム缶等に封入し，廃油保管室の

廃油保管エリアに保管廃棄する。 

油類廃棄物の推定発生量 

（200Ｌドラム缶換算） 

保管廃棄能力 

（200Ｌドラム缶換算） 

約５本／年 約100本 

① 海洋放出管理系

ａ．放出前貯槽  

(ａ) 第１放出前貯槽（再処理施設と共用）  

ⅰ．設置場所  

再処理施設 低レベル廃液処理建屋地下２階  

ⅱ．個数  

４基 

ⅲ．容量 

約600ｍm3/基 

ｂ．第１海洋放出ポンプ（再処理施設と共用）  

(ａ) 設置場所  

再処理施設 低レベル廃液処理建屋地下１階 第１放出前

ポンプ室  

(ｂ) 個数  

２台 

(ｃ) 容量 

約100ｍm3/ｈ（１台当たり） 

ｃ．海洋放出管（再処理施設と共用）  

(ａ) 個数  

１式 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

(イ) 気体廃棄物の廃棄設備

(１) 構造

① 概要

ａ．設計基準対処の施設

気体廃棄物の廃棄設備は，建屋排気設備，工程室排気設

備，グローブボックス排気設備及び窒素循環設備で構成す

「気体廃棄物処理施設にあっては，高性能エアフィルタ，エア

ウォッシャ等の除去設備により、適切な処理が行えることをい

う。」については、気体廃棄物の廃棄設備の各設備により適切

な処理を行えることを記載している。

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

分析設備の分析済液処理装置から発生する廃液等及び放出

管理分析設備から発生する廃液の推定発生量を約0.2ｍ3/d

から約0.5ｍ3/dへ，管理区域内で発生する空調機器ドレン

水等の推定発生量を約1.5ｍ3/dから約４ｍ3/dへ変更 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

検査槽の貯槽容量を約５ｍ3×２基及び約1.5ｍ3×２基から

約10ｍ3×２基及び約２ｍ3×２基へ変更 

吸着処理装置の処理能力を約0.2ｍ3/dから約0.5ｍ3/dへ変

更 

廃液貯槽の貯槽容量を約15ｍ3×３基から約22ｍ3×３基へ

変更 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

油類廃棄物の保管廃棄場所を廃油保管室から廃油保管室の

廃油保管エリアへ変更 

第１４条要求による変更（他施設との共用に係る変更） 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則及び解釈の表現を踏まえて要求機能の明確化 



事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（4/14）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
ては、凝集沈殿、ろ過、蒸発処理、希釈処理、イオン交換等

により、適切な処理が行えることをいう。 

排気設備には高性能エアフィルタ，排風機等を設ける。 

気体廃棄物の廃棄設備は，核燃料物質を閉じ込めるため，グ

ローブボックス及び管理区域を換気し，負圧に維持する。排

気中の放射性物質を高性能エアフィルタにより除去した後，

放射性物質の濃度等を適切に監視し，排気筒の排気口から放

出する。 

気圧は，廊下，グローブボックスを設置する部屋，グローブ

ボックスの順に低くする。 

以下に主要な設備及び機器の種類を示す。 

建物 設置場所 主要な設備及び機器の種類 

燃料加

工建屋 

排気フィル

タ第２室，

排気フィル

タ第３室，

排風機室 

建屋排気設備 

建屋排気フィルタユニット 

（高性能エアフィルタ ２段） 

建屋排風機 

排気フィル

タ第１室，

排風機室 

工程室排気設備 

工程室排気フィルタユニット 

（高性能エアフィルタ ２段） 

工程室排風機 

燃料加

工建屋 

グローブボ

ックスを設

置する部

屋，排気フ

ィルタ第１

室，排風機

室 

グローブボックス排気設備 

グローブボックス排気フィルタ 

（高性能エアフィルタ １段又

は２段） 

グローブボックス排気フィルタ

ユニット

（高性能エアフィルタ ２段） 

グローブボックス排風機 

る。各排気設備には，高性能エアフィルタ，排風機等を設

ける。粉末状の核燃料物質を取り扱う工程等の排気系への

核燃料物質の移行率が高い工程からの排気系については，

高性能エアフィルタを２段以上設ける設計とする。また，

排風機には予備機を設ける設計とし，グローブボックス排

風機は，外部電源喪失時に非常用所内電源設備から電力を

自動的に供給する設計とする。 

気体廃棄物の廃棄設備は，排気中に含まれるの放射性物質

を高性能エアフィルタにより除去した後，放射性物質の濃

度等を適切に監視し，排気筒の排気口から放出する設計と

する。 

気圧は，廊下，グローブボックスを設置する部屋，グロー

ブボックスの順に低くする。 

以下に主要な設備及び機器の種類を示す。 

気体廃棄物の廃棄設備は，窒素雰囲気で運転する窒素雰囲

気型グローブボックスの負圧が浅くなった場合，自動的にグ

ローブボックスへの窒素ガス供給を停止することで正圧にな

ることを防止する設計とする。 

給気設備は，燃料加工建屋屋上の外気取入口から給気ダク

トを通じて外気を給気し，給気フィルタユニットによって空

気中の塵埃の除去を行う設計とする。また，送風機には，予

備機を設ける設計とする。 

窒素循環ファン及び窒素循環冷却機には，予備機を設ける

設計とする。 

気体廃棄物の廃棄設備は，以下の装置及び機器で構成す

る。 

また，気体廃棄物の廃棄設備には本設備を運転する上で必

要な盤類を含む。 

① 主要な設備・機器の種類及び個数

ａ．設計基準対象の施設 

建物 設置場所 主要な設備及び機器の種類 

燃 料

加 工

建屋 

排気フィル

タ第２室，

排気フィル

タ第３室，

排風機室 

建屋排気設備 

建屋排気フィルタユニット 

（高性能エアフィルタ ２段） 

建屋排風機 

排気フィル

タ第１室，

排風機室 

工程室排気設備 

工程室排気フィルタユニット 

（高性能エアフィルタ ２段） 

工程室排風機 

燃 料

加 工

建屋 

グローブボ

ックスを設

置 す る 部

屋，排気フ

ィルタ第１

室，排風機

室 

グローブボックス排気設備 

グローブボックス排気フィルタ 

（高性能エアフィルタ １段又

は２段） 

グローブボックス排気フィルタ

ユニット

（高性能エアフィルタ ２段） 

グローブボックス排風機 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直しを

実施する。 



 

事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（5/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工施設の位置、構造及び備基準に関する規則解釈 

（第１７条 廃棄施設） 

１ 第１項に規定する「周辺監視区域の外の空気中及び周辺

監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低

減できる」とは、周辺環境へ放出される放射性物質の濃度及

び量を合理的に達成できる限り少なくするため、気体廃棄物

処理施設にあっては、高性能エアフィルタ（粉末状の核燃料

物質を取り扱う工程等、排気系への核燃料物質の移行率が高

い工程からの排気系については、２段以上設ける。）、エア

ウォッシャ等の除去設備により、液体廃棄物処理施設にあっ

ては、凝集沈殿、ろ過、蒸発処理、希釈処理、イオン交換等

により、適切な処理が行えることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給気機械・

フィルタ室 

給気設備 

 冷却機械室 窒素循環設備 

  窒素循環ファン 

 

 (２) 廃棄物の処理能力 

① 排気能力 

総排気量 約32万ｍ3/h 

② 高性能エアフィルタの捕集効率 

99.97％以上（0.15μｍＤＯＰ粒子） 

(３) 排気口の位置 

排気口は，燃料加工建屋の北西に位置し，その地上高さは約

25ｍ（標高約80ｍ）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 液体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

 

液体廃棄物の廃棄設備は，低レベル廃液処理設備で構成す

る。 

分析設備から発生する廃液，放出管理分析設備から発生する

廃液，管理区域内で発生する空調機器ドレン水等は，必要に

応じて，低レベル廃液処理設備でろ過等の処理を行い，放射

性物質の濃度が「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める

周辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認した

後，排水口から放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，油類廃棄物は，所定の容器に封入し廃油保管室で保管

廃棄する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給気機械・

フィルタ室 

給気設備 

 冷却機械室 窒素循環設備 

 窒素循環ファン 

 

(２) 廃棄物の処理能力 

① 排気能力 

総排気量 約320000m3/h 

② 高性能エアフィルタの捕集効率 

99.97％以上（0.15μmＤＯＰ粒子） 

(３) 排気口の位置 

排気口は，燃料加工建屋の北東に位置し，その地上高さは

約20ｍ（標高約75ｍ）である。 

 

 

 

 

 

(ロ) 液体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

① 液体廃棄物の廃棄設備の種類 

液体廃棄物の廃棄設備は，低レベル廃液処理設備，廃油保

管室の廃油保管エリア及び海洋放出管理系で構成する。 

低レベル廃液処理設備は，核燃料物質の検査設備の分析設

備から発生する廃液，放出管理分析設備から発生する廃

液，管理区域内で発生する空調機器ドレン水等を検査槽に

受け入れ，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行

い，廃液貯槽に送液する。 

管理区域内で発生する空調機器ドレン水等は，床ドレン回

収槽を経由して，検査槽に受け入れる。 

廃液貯槽で受け入れた廃液は，必要に応じて，希釈，ろ過

又は吸着の処理を行い，廃液中の放射性物質の濃度が線量

告示に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度以下で

あることを確認した後，排水口から排出する設計とする。 

排水口からの排水は，海洋放出管理系の第１放出前貯槽及

び第１海洋放出ポンプを経由して海洋放出管の海洋放出口

から海洋に放出する。加工施設から排出した排水が通過す

る再処理施設の経路を，加工施設と共用し，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

廃油保管室の廃油保管エリアは，管理区域内において，機

器の点検並びに交換及び装置の稼動に伴って発生する機械

油又は分析作業に伴い発生する有機溶媒（以下「油類」と

いう。）を油類廃棄物として保管廃棄するために必要な容

量を確保する設計とする。 

液体廃棄物の廃棄設備は，以下の装置及び機器で構成す

る。 

また，液体廃棄物の廃棄設備には本設備を運転する上で必

要な盤類を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「液体廃棄物処理施設にあっては、凝集沈殿、ろ過、蒸発処

理、希釈処理、イオン交換等により、適切な処理が行えること

をいう。」については、液体廃棄物の廃棄設備の各設備により

適切な処理を行えることを記載している。 

 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直しを

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（整理資料「第15 条：設計基準事故の拡

大の防止(補足説明資料１－７)」記載内容の取り込み）】 

排気口の位置を燃料加工建屋の北西から北東，その地上高

さを約25ｍ（標高約80ｍ）から約20ｍ（標高約75ｍ）へ変

更 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

整理資料の表現を踏まえて液体廃棄物の廃棄設備に廃油保

管室の廃油保管エリアを追加 

 

第１４条要求による変更（他施設との共用に係る変更） 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則及び解釈の表現を踏まえて要求機能の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条要求による変更（他施設との共用に係る変更） 

 

 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

油類廃棄物の保管廃棄場所を廃油保管室から廃油保管室の

廃油保管エリアへ変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（6/14）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 

加工施設の位置、構造及び備基準に関する規則解釈 

（第１７条 廃棄施設） 

２ 第１項に規定する「十分に低減できる」とは、ＡＬＡＲ

Ａの考えの下、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標

値に関する指針」（昭和５０年５月１３日原子力委員会決

定）において定める線量目標値（50 マイクロシーベルト

／年）を参考に、公衆の線量を合理的に達成できる限り低

減できるものであることをいう。 

以下に主要な設備及び機器の種類を示す。 

建物 設置場所 主要な設備及び機器の種類 

燃料加

工建屋 

液体廃棄物

処理室 

低レベル廃液処理設備 

検査槽 

ろ過処理装置 

吸着処理装置 

廃液貯槽 

オープンポートボックス

(２) 廃棄物の処理能力

低レベル廃液処理設備の処理能力を以下に示す。

主要な設備及び機器 処理能力又は貯槽容量 

低レベル廃液処理設備 

検査槽 

ろ過処理装置 

吸着処理装置 

廃液貯槽 

約５ｍ3×２台，約1.5ｍ3×２

台 

約５ｍ3/d 

  約0.2ｍ3/d 

  約15ｍ3×３台 

廃油保管室は，油類廃棄物を200Lドラム缶換算で約100本保

管廃棄する能力がある。 

(３) 排水口の位置

排水口の位置は，低レベル廃液処理設備の排水弁の出口であ

る。

なお，排水口からの排水は，再処理施設の海洋放出管を経由

して海洋へ放出する。 

以下に主要な設備及び機器の種類を示す。 

建物 設置場所 主要な設備及び機器の種類 

燃料加工建

屋 

液体廃棄物

処理室 

低レベル廃液処理設備 

検査槽 

ろ過処理装置 

吸着処理装置 

廃液貯槽 

オープンポートボックス

(２) 主要な設備・機器の種類

ａ．放出前貯槽

(ａ) 第１放出前貯槽（再処理施設と共用）

ⅰ．設置場所

再処理施設 低レベル廃液処理建屋地下２階 

ⅱ．個数 

４基 

ｂ．第１海洋放出ポンプ（再処理施設と共用） 

(ａ) 設置場所 

再処理施設 低レベル廃液処理建屋地下１階 第１放出

前ポンプ室 

(ｂ) 個数 

２台 

ｃ．海洋放出管（再処理施設と共用） 

(ａ) 個数 

１式 

(３) 廃棄物の処理能力

① 低レベル廃液処理設備の処理能力を以下に示す。

主要な設備・機器 処理能力又は貯槽容量 

低レベル廃液処理設備 

検査槽 

ろ過処理装置 

吸着処理装置 

廃液貯槽 

約10ｍ3×２基，約２ｍ3×２基 

約５m3/d 

約0.5m3/d 

約22ｍ3×３基 

② 廃油保管室は，油類廃棄物を200Ｌドラム缶換算で約

100本保管廃棄する能力がある。

(４) 排水口の位置

排水口は，低レベル廃液処理設備の排水弁の出口であり，

燃料加工建屋の南西に位置する。排水口の位置を第２図に

示す。。

なお，排水口からの排水は，海洋放出管理系の第１放出前

貯槽及び第１海洋放出ポンプを経由して海洋放出管の海洋

放出口から海洋へ放出する。このため，加工施設から排出

した排水が通過する再処理施設の経路を，加工施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。

「周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における

水中の放射性物質の濃度を十分に低減できることについては、 

原子力規制委員会設置法附則第 28 条第 1項に基づく届出書の

「ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項」及び既許可添付書類

六「ニ．放射性廃棄物の廃棄に関する管理」に、放射性廃棄物

の廃棄について線量告示に定める線量限度を超えないことはも

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

検査槽の貯槽容量を約５ｍ3×２台及び約1.5ｍ3×２台から

約10ｍ3×２基及び約２ｍ3×２基へ，吸着処理装置の処理

能力を約0.2ｍ3/dから約0.5ｍ3/dへ，廃液貯槽の貯槽容量

を約15ｍ3×３台から約22ｍ3×３基へ変更 

第１４条要求による変更（他施設との共用に係る変更） 



事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（7/14）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 

加工施設の位置、構造及び備基準に関する規則解釈 

（第１７条 廃棄施設） 

３ 上記２の「線量目標値を参考に、公衆の線量を合理的に

達成できる限り低減できるものであること」の確認は、以

下の各号に掲げるとおりとする。  

一 排気中の放射性物質による公衆の被ばく 

① 加工施設で取り扱う放射性物質の形態、性状及び

取扱量、工程から排気系への移行率並びに高性能エ

アフィルタ等除去系の捕集効率を考慮して排気に含

まれて放出される放射性物質の年間放出量を算定す

ること。

② 適切な方法により、公衆の線量を評価し、合理的

に達成できる限り低いものであることを確認するこ

と。

③ 放射性物質の年間放出量から計算される公衆の線

量が十分な安全裕度のある拡散条件を考慮しても極

めて小さくなることが明らかな場合には、上記②の

線量の評価は要しないものとする。

二 排水中の放射性物質による公衆の被ばく 

① 加工施設から排水に含まれて放出される放射性物

質の年間放出量又は年間平均濃度を算定するこ

と。

② 適切な方法により公衆の線量を評価し、合理的に

達成できる限り低いものであることを確認するこ

と。

③ 放射性物質の年間放出量又は年間平均濃度か

ら計算される公衆の線量が十分な安全裕度のある拡

散条件を考慮しても極めて小さくなることが明らか

な場合には、上記②の線量の評価は要しないものと

する。

三 線量の合算 

上記一及び二において計算された線量を合算した線量

が、合理的に達成できる限り低いものであることを確認

すること。 

原子力規制委員会設置法附則第28条第1項に基づく届出書 

五．加工施設における放射線の管理に関する事項 

ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項

放射性廃棄物の廃棄については，放射性物質の放出に伴う一

般公衆の線量が「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める

線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成できる限

り低くなるよう，放出する放射性物質の低減を行う。

（添付書類六） 

ニ．放射性廃棄物の廃棄に関する管理

放射性廃棄物の廃棄については，放射性物質の放出に伴う一

般公衆の線量が「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める

線量限度を超えないことはもとより，合理的に達成できる限

り低くなるよう，放出する放射性物質の低減を行う。

五．加工施設における放射線の管理に関する事項 

ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項

(イ) 放射性気体廃棄物の放出管理

(１) 放射性気体廃棄物の処理

グローブボックス等からの排気及びグローブボックスを設置

する部屋等からの排気は，放射性物質を高性能エアフィルタ

で除去した後，排気筒の排気口から放出する。 

(２) 放出管理

排気中の放射性物質の放射能レベルは排気モニタリング設備

の排気モニタで監視する。

また，排気モニタのろ紙を定期的に回収して放出管理分析設

五．加工施設における放射線の管理に関する事項 

ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項

放射性廃棄物の廃棄については，放射性物質の放出に伴う公

衆の線量が線量告示に定める線量限度を超えないことはもと

より，廃棄施設が，通常時において，周辺監視区域の外の空

気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質濃度

を十分に低減できるよう，線量目標値指針において定める線

量目標値（50マイクロシーベルト／年）を参考に，公衆の線

量を合理的に達成できる設計であることを確認するため，以

下の(イ)及び(ロ)のとおり，排気中及び排水中に含まれる放

射性物質の年間放出量を算定し，公衆の被ばくを評価する。

ただし，放射性物質の年間放出量が十分な安全裕度のある拡

散条件を考慮しても極めて小さくなることが明らかな場合に

は，線量の評価を要しないものとする。

（添付書類六） 

ニ．放射性廃棄物の廃棄に関する管理

放射性廃棄物の廃棄については，放射性物質の放出に伴う公

衆の線量が線量告示に定める線量限度を超えないことはもと

より，合理的に達成できる限り低くなるよう，放出する放射

性物質の低減を行う。

五．加工施設における放射線の管理に関する事項 

ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項

(イ) 放射性気体廃棄物の放出管理

(１) 放射性気体廃棄物の処理

周辺環境へ放出される放射性物質の濃度及び量を合理的に達

成できる限り少なくするため，高性能エアフィルタにより適

切な処理を行う。 

グローブボックス等からの排気及びグローブボックスを設置

する部屋等からの排気は，放射性物質を高性能エアフィルタ

で除去した後，排気筒の排気口から放出する。 

(２) 放出管理

排気中の放射性物質の放射能レベルは排気モニタリング設備

の排気モニタで監視する。

また，排気モニタのろ紙を定期的に回収して放出管理分析設

備により放射性物質の濃度を測定する。

とより，公衆の線量を合理的に達成できる設計であることを記

載している。 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

「放射性物質の年間放出量から計算される公衆の線量が十分な

安全裕度のある拡散条件を考慮しても極めて小さくなることが

明らかな場合には、上記②の線量の評価は要しないものとする

ことについては、既許可添付書類六 ニ．（イ）（３）②「排

気中の放射性物質による一般公衆の線量」に、具体的な線量を

評価するまでもなく極めて小さいことを記載している。 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直しを

実施する。 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

規則解釈の表現に合わせて記載の見直し 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備により放射性物質の濃度を測定する。 

(３) 排気中の放射性物質による一般公衆の被ばく 

排気口から放出される排気中の放射性物質の推定年間放出量

を算出し，平常時における一般公衆の線量が十分小さいこと

を確認する。 

 

 

① 放射性物質量の推定条件 

平常時の放射性気体廃棄物の推定年間放出量は，保守側とな

るように成形施設における最大処理能力155t･ＨＭ（プルト

ニウム富化度18％）の場合の操業条件に基づき評価する。 

② 核種 

推定年間放出量の算出に当たっては，算出に用いる主要核種

のプルトニウム組成を，再処理施設で１日当たり再処理する

使用済燃料の平均燃焼度の最高値等の燃料仕様に基づき計算

する。以下に計算に使用する燃料仕様を示す。 

燃料型式 ＢＷＲ ＰＷＲ 

照射前燃料濃縮度 4.0％ 4.5％ 

使用済燃料集合体 

平均燃焼度 
45ＧＷｄ/t･Ｕpr 

平均比出力 25ＭＷ/t･Ｕpr 
38.5ＭＷ/ t･Ｕ

pr 

原子炉停止時から 

再処理までの期間 
４年 

③ 推定年間放出量 

放射性気体廃棄物の推定年間放出量は以下に示すとおりであ

る。 

推定年間放出量  4.5×104Bq/年（Ｐｕ（α）注１） 

7.8×105Bq/年（Ｐｕ（β）注２） 

注１ Ｐｕ－238，Ｐｕ－239，Ｐｕ－240，Ｐｕ－242及びＡ

ｍ－241 

注２ Ｐｕ－241 

④ 排気中の放射性物質による一般公衆の線量 

排気口における排気中の放射性物質の濃度は，「平成12年科

学技術庁告示第13号」に定める周辺監視区域外の空気中の濃

度限度の300分の１以下である。 

また，十分安全裕度のある拡散条件を考慮しても，一般公衆

の線量は具体的に評価するまでもなく極めて小さい。 

 

 

（添付書類六） 

ニ．放射性廃棄物の廃棄に関する管理 

(イ) 放射性気体廃棄物の放出管理 

(１) 放射性気体廃棄物の処理 

グローブボックス等からの排気及びグローブボックスを設置

する部屋等からの排気は，放射性物質を高性能エアフィルタ

で除去した後，排気筒の排気口から放出する。 

(２) 放出管理 

排気中の放射性物質の放射能レベルは排気モニタリング設備

の排気モニタで監視する。 

排気モニタからの主要な情報は，中央監視室において監視及

び記録を行うとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した

値を超えたときには，中央監視室に警報を発する。また，排

気モニタのろ紙を定期的に回収して放出管理分析設備により

放射性物質の濃度を測定する。排気モニタの警報吹鳴等の異

常があれば，その原因を究明して適切な措置をとるものとす

る。 

 

 (３) 排気中の放射性物質による一般公衆の被ばく 

排気筒の排気口から放出される排気中の放射性物質の推定年

間放出量を算出し，平常時における一般公衆の線量が十分小

さいことを確認する。 

(３) 排気中の放射性物質による一般公衆の被ばく 

加工施設で取り扱う放射性物質の形態，性状及び取扱量，工

程から排気系への移行率並びに高性能エアフィルタ等除去系

の捕集効率を考慮して排気口から放出される排気中の放射性

物質の年間放出量を算出し，平常時における一般公衆の線量

が十分小さいことを確認する。 

① 放射性物質量の推定条件 

平常時の放射性気体廃棄物の年間放出量は，保守側となるよ

うに成形施設における最大処理能力155t･ＨＭ（プルトニウ

ム富化度18％）の場合の操業条件に基づき評価する。 

② 核種 

年間放出量の算出に当たっては，算出に用いる主要核種のプ

ル トニウム組成を，再処理施設で１日当たり再処理する使

用済燃料の平均燃焼度の最高値等の燃料仕様に基づき計算す

る。以下に計算に使用する燃料仕様を示す。 

燃料型式 ＢＷＲ ＰＷＲ 

照射前燃料濃縮度 4.0％ 4.5％ 

使用済燃料集合体 

平均燃焼度 
45ＧＷｄ/t･Ｕpr 

平均比出力 25ＭＷ/t･Ｕpr 
38.5ＭＷ/ t･Ｕ

pr 

原子炉停止時から 

再処理までの期間 
４年 

③ 年間放出量 

放射性気体廃棄物の年間放出量は以下に示すとおりである。 

年間放出量  4.5×104Bq/年（Ｐｕ（α）注１） 

7.8×105Bq/年（Ｐｕ（β）注２） 

注１ Ｐｕ－238，Ｐｕ－239，Ｐｕ－240，Ｐｕ－242 

及びＡｍ－241 

注２ Ｐｕ－241 

④ 排気中の放射性物質による一般公衆の線量 

排気口における排気中の放射性物質の濃度は，線量告示に定

める周辺監視区域外の空気中の濃度限度の300分の１以下で

ある。 

また，十分安全裕度のある拡散条件を考慮しても，一般公衆

の線量は具体的に評価するまでもなく極めて小さい。 

 

 

 

（添付書類六） 

ニ．放射性廃棄物の廃棄に関する管理 

(イ) 放射性気体廃棄物の放出管理 

(１) 放射性気体廃棄物の処理 

グローブボックス等からの排気及びグローブボックスを設置

する部屋等からの排気は，放射性物質を高性能エアフィルタ

で除去した後，排気筒の排気口から放出する。 

(２) 放出管理 

排気中の放射性物質の放射能レベルは，排気モニタリング設

備の排気モニタで監視する。 

排気モニタからの主要な情報は，中央監視室において監視及

び記録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときには，中央監視室に警報を発する。また，排気

モニタのろ紙を定期的に回収して放出管理分析設備により放

射性物質の濃度を測定する。排気モニタの警報吹鳴等の異常

があれば，その原因を究明して適切な措置をとるものとす

る。 

 

(３) 排気中の放射性物質による公衆の被ばく 

排気筒の排気口から放出される排気中の放射性物質の推定年

間放出量を算定し，平常時における公衆の線量が十分小さい

ことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

規則解釈の表現に合わせて記載の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（9/14）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 

① 放射性気体廃棄物の推定年間放出量

ａ．放射性物質量の推定条件 

平常時の放射性気体廃棄物の推定年間放出量は，保守側とな

るように成形施設における最大処理能力155t･ＨＭ（プルト

ニウム富化度18％）の場合の操業条件に基づき評価する。

ｂ．核種 

推定年間放出量の算出に当たっては，算出に用いる主要核種

のプルトニウム組成を，再処理施設で１日当たり再処理する

使用済燃料の平均燃焼度の最高値等の燃料仕様に基づき，Ｏ

ＲＩＧＥＮ－２コードで計算する。以下に計算に使用する燃

料仕様を示す。 

燃料型式 ＢＷＲ ＰＷＲ 

照射前燃料濃縮度 4.0％ 4.5％ 

使用済燃料集合体 

平均燃焼度 
45ＧＷｄ/t･Ｕpr 

平均比出力 25ＭＷ/t･Ｕpr 
38.5ＭＷ/ t･Ｕ

pr

原子炉停止時から 

再処理までの期間 
４年 

上記燃料仕様に基づきＯＲＩＧＥＮ－２コードにより算出さ

れる各燃料型式のプルトニウムの質量割合を内部被ばくへの

寄与を考慮し，評価用組成として保守側に以下のとおり設定

する。 

なお，アメリシウム－241は，再処理後の蓄積を考慮し，プ

ルトニウム質量に対する比で4.5％と設定する。

核種 質量割合（％） 

Ｐｕ－238 

Ｐｕ－239 

Ｐｕ－240 

Ｐｕ－241 

Ｐｕ－242 

Ａｍ－241 

2.9 

55.3 

26.3 

12.5 

3.0 

4.5 

合計 104.5 

ウラン及びＭＯＸ中に不純物として含まれる核分裂生成物

（以下，「ＦＰ」という。）等(11)(13)も考慮する。 

原料ＭＯＸ中のウラン及び原料ウランについては，ウラン中

のウラン－235含有率がそれぞれ1.6％及び天然ウラン中の含

有率の組成とする。 

原料ＭＯＸ粉末中に不純物として含まれるＦＰは，ウラン１

g･ＨＭ当たり1.85×104Bq，プルトニウム１g･ＨＭ当たり

4.44×105Bqとし，原料ＭＯＸ粉末中に不純物として含まれ

るプルトニウム及びネプツニウムは，ウラン１g･ＨＭ当たり

それぞれ125Bq含まれるものとする(11)。 

原料ウラン粉末中には，保守側にプルトニウム及びネプツニ

ウムが，不純物としてウラン１g･ＨＭ当たり合計で25Bq含ま

れるものとする(13)。 

ｃ．放射性物質の排気系への移行の評価 

プルトニウム，ウラン等は放射性エアロゾルとして移行す

る。不純物として含まれるＦＰは，常温では放射性エアロゾ

ルとして挙動するが，焼結等の高温下において揮発し気体と

なって全量移行し，その後常温に下がり高性能エアフィルタ

① 放射性気体廃棄物の推定年間放出量

ａ．放射性物質量の推定条件 

平常時の放射性気体廃棄物の推定年間放出量は，より厳しい

評価となるように成形施設における最大処理能力155t･ＨＭ

（プルトニウム富化度18％）の場合の操業条件に基づき評価

する。 

ｂ．核種 

推定年間放出量の算定に当たっては，算定に用いる主要核種

のプルトニウム組成を，再処理施設で１日当たり再処理する

使用済燃料の平均燃焼度の最高値等の燃料仕様に基づき，

ORIGEN-2コードで計算する。以下に計算に使用する燃料仕様

を示す。 

燃料型式 ＢＷＲ ＰＷＲ 

照射前燃料濃縮度 4.0％ 4.5％ 

使用済燃料集合体 

平均燃焼度 
45ＧＷｄ/t･Ｕpr 

平均比出力 25ＭＷ/t･Ｕpr 38.5ＭＷ/t･Ｕpr 

原子炉停止時から 

再処理までの期間 
４年 

上記燃料仕様に基づきORIGEN-2コードにより算出される各燃

料型式のプルトニウムの質量割合を内部被ばくへの寄与を考

慮し，評価用組成としてより厳しい評価となるように以下の

とおり設定する。 

アメリシウム－241は，再処理後の蓄積を考慮し，プルトニ

ウム質量に対する比で4.5％と設定する。

核種 質量割合（％） 

Ｐｕ－238 

Ｐｕ－239 

Ｐｕ－240 

Ｐｕ－241 

Ｐｕ－242 

Ａｍ－241 

2.9 

55.3 

26.3 

12.5 

3.0 

4.5 

合計 104.5 

ウラン及びＭＯＸ中に不純物として含まれる核分裂生成物

（以下，「ＦＰ」という。），プルトニウム及びネプツニウ

ム(11)(13)も考慮する。

原料ＭＯＸ中のウラン及び原料ウランについては，ウラン中

のウラン－235含有率がそれぞれ1.6％及び天然ウラン中の含

有率の組成とする。 

原料ＭＯＸ粉末中に不純物として含まれるＦＰは，ウラン１

g･ＨＭ当たり1.85×104Bq，プルトニウム１g･ＨＭ当たり

4.44×105Bqとし，原料ＭＯＸ粉末中に不純物として含まれ

るプルトニウム及びネプツニウムは，ウラン１g･ＨＭ当たり

それぞれ125Bqとする(11)。 

原料ウラン粉末中には，より厳しい評価となるようにプルト

ニウム及びネプツニウムが，不純物としてウラン１g･ＨＭ当

たり合計で25Bq含まれるものとする(13)。 

ｃ．放射性物質の排気系への移行の評価 

プルトニウム，ウラン及びネプツニウムは放射性エアロゾル

として移行する。不純物として含まれるＦＰは，常温では放

射性エアロゾルとして挙動するが，焼結及び焙焼の高温下に

おいて揮発し気体となって全量移行し，その後常温に下がり

高性能エアフィルタで捕集される(１)。 



 

事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（10/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で捕集される(１)。 

放射性物質の排気系への移行率を以下に示す。 

放射性物質の取扱形態 排気系への移行率 

粉末（グリーンペレット含

む） 
７×10-5(２) 

焼結ペレット ３×10-7(２)(３) 

 

ｄ．評価に用いる高性能エアフィルタの捕集効率 

放射性エアロゾルに対する捕集効率は，高性能エアフィルタ

を４段設置する場合，１段目を99.97％(１),(４)～(８)，２段目

を99.9％(１),(４)～(８)，３段目以降を99％(１),(４)～(８)とし，高

性能エアフィルタを３段設置する場合，１段目を99.97％
(１),(４)～(８)，２段目以降を99％(１),(４)～(８)として評価する。 

ｅ．推定年間放出量 

排気筒の排気口から放出される排気中の放射性物質の量は

（6.1）式より算出する。 

 Ｑ＝  [Ｑｉ･ (ＴＲ)ｉ･{１－(ＦＥ)ｉ}] （6.1） 

ここで， 

   Ｑ ：年間放射性物質放出量（Bq/年） 

   Ｑｉ：工程の主要な流れを構成する設備ｉの年間の放

射性物質取扱量（Bq/年） 

 (ＴＲ)ｉ：工程の主要な流れを構成する設備ｉから排気系

への移行率 

 (ＦＥ)ｉ：工程の主要な流れを構成する設備ｉの排気系に

おける高性能エアフィルタの捕集効率 

 

放射性物質の排気への移行率及び高性能エアフィルタの捕集

効率を添６第１表に示す。ウラン，不純物として含まれるＦ

Ｐ等については，プルトニウム（アメリシウム－241を含

む。）に比べて，放出量が十分小さく，一般公衆の被ばくへ

の寄与が無視できる。 

気体廃棄物の廃棄設備からの放射性物質の推定年間放出量を

添６第２表に示す。 

② 排気中の放射性物質による一般公衆の線量 

放射性気体廃棄物の推定年間放出量は上記①に示したとおり

であり，排気口における排気中の放射性物質の濃度は，添６

第３表に示すとおり「平成12年科学技術庁告示第13号」に定

める周辺監視区域外の空気中の濃度限度の300分の１以下で

ある。 

ここで，十分安全裕度のある拡散条件として，「添付書類三 

イ．(ホ)(３)大気拡散の計算に使用する気象条件」に記載し

た最大想定事故時における影響評価で使用する相対濃度が一

年間継続することを想定する。このような平常時より保守側

となる条件においても周辺監視区域境界における空気中の放

射性物質の濃度は「平成12年科学技術庁告示第13号」に定め

る周辺監視区域外の空気中の濃度限度の１万分の１以下であ

り，一般公衆の線量は具体的な線量を評価するまでもなく極

めて小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質の排気系への移行率を以下に示す。 

放射性物質の取扱形態 排気系への移行率 

粉末（グリーンペレット含

む） 
７×10-5(２) 

焼結ペレット ３×10-7(２)(３) 

 

ｄ．評価に用いる高性能エアフィルタの捕集効率 

放射性エアロゾルに対する捕集効率は，高性能エアフィルタ

を４段設置する場合，１段目を99.97％(１),(４)～(８)，２段目

を99.9％(１),(４)～(８)，３段目以降を99％(１),(４)～(８)とし，高

性能エアフィルタを３段設置する場合，１段目を99.97％
(１),(４)～(８)，２段目以降を99％(１),(４)～(８)として評価する。 

ｅ．推定年間放出量 

排気筒の排気口から放出される排気中の放射性物質の量は

（6.1）式より算出する。 

 Ｑ＝  [Ｑｉ･ (ＴＲ)ｉ･{１－(ＦＥ)ｉ}] （6.1） 

ここで， 

  Ｑ ：年間放射性物質放出量（Bq/年） 

  Ｑｉ：工程の主要な流れを構成する設備ｉの年間の放射

性物質取扱量（Bq/年） 

(ＴＲ)ｉ：工程の主要な流れを構成する設備ｉから排気系へ

の移行率 

(ＦＥ)ｉ：工程の主要な流れを構成する設備ｉの排気系にお

ける高性能エアフィルタの捕集効率 

 

放射性物質の排気系への移行率及び高性能エアフィルタの捕

集効率を添６第１表に示す。ウラン及び不純物として含まれ

るＦＰ等については，プルトニウム（アメリシウム－241を

含む。）に比べて，放出量が小さく，公衆の被ばくへの寄与

が無視できる。 

気体廃棄物の廃棄設備からの放射性物質の推定年間放出量を

添６第２表に示す。 

② 排気中の放射性物質による公衆の線量 

放射性気体廃棄物の推定年間放出量は上記①に示したとおり

であり，排気口における排気中の放射性物質の濃度は，添６

第３表に示すとおり線量告示に定められた周辺監視区域外の

空気中の濃度限度の300分の１以下である。 

 

ここで，安全裕度のある拡散条件として，添付書類三「イ．

(ホ)(３)大気拡散の計算に使用する気象条件」に記載した事

故時における影響評価で使用する相対濃度が１年間継続する

ことを想定する。このような平常時より厳しい評価となる条

件においても周辺監視区域境界における空気中の放射性物質

の濃度は線量告示に定められた周辺監視区域外の空気中の濃

度限度の１万分の１以下であり，公衆の線量は具体的な線量

を評価するまでもなく極めて小さい。 
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事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（11/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工施設の位置、構造及び備基準に関する規則解釈 

（第１７条 廃棄施設） 

３ 上記２の「線量目標値を参考に、公衆の線量を合理的に

達成できる限り低減できるものであること」の確認は、以

下の各号に掲げるとおりとする。  

一 排気中の放射性物質による公衆の被ばく 

① 加工施設で取り扱う放射性物質の形態、性状及び

取扱量、工程から排気系への移行率並びに高性能エ

アフィルタ等除去系の捕集効率を考慮して排気に含

まれて放出される放射性物質の年間放出量を算定す

ること。 

 ② 適切な方法により、公衆の線量を評価し、合理的

に達成できる限り低いものであることを確認するこ

と。 

 ③ 放射性物質の年間放出量から計算される公衆の線

量が十分な安全裕度のある拡散条件を考慮しても極

めて小さくなることが明らかな場合には、上記②の

線量の評価は要しないものとする。 

二 排水中の放射性物質による公衆の被ばく 

① 加工施設から排水に含まれて放出される放射性物

質の年間放出量又は年間平均濃度を算定するこ

と。 

② 適切な方法により公衆の線量を評価し、合理的に

達成できる限り低いものであることを確認するこ

と。 

③ 放射性物質の年間放出量又は年間平均濃度から計

算される公衆の線量が十分な安全裕度のある拡散

条件を考慮しても極めて小さくなることが明らか

な場合には、上記②の線量の評価は要しないもの

とする。 

三 線量の合算 

上記一及び二において計算された線量を合算した線量

が、合理的に達成できる限り低いものであることを確認

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五．加工施設における放射線の管理に関する事項 

ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項 

(ロ) 放射性液体廃棄物の放出管理 

(１) 放射性液体廃棄物の処理 

放射性液体廃棄物の発生源としては，分析設備の分析済液処

理装置から発生する廃液等，通常放射性物質が含まれない廃

液として，管理区域内で発生する空調機器ドレン水等があ

る。 

これらの放射性液体廃棄物は，検査槽に受け入れ，必要に応

じて，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液貯槽へ送液する。 

なお，廃液貯槽等では必要に応じ希釈処理を行う。また，廃

液貯槽の廃液は必要に応じ，ろ過処理又は吸着処理を行う。 

(２) 放出管理 

液体廃棄物の放出に際しては，廃液貯槽で受け入れた廃液の

試料採取を行い，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，排水中の放射性物質の濃度が「平成12年科学技術

庁告示第13号」に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度以

下であることを放出の都度確認した後，排水口から放出す

る。 

(３) 排水中の放射性物質による一般公衆の被ばく 

排水口から放出される排水中の放射性物質の推定年間放出量

を算出し，平常時における一般公衆の線量が十分小さいこと

を確認する。 

① 放射性物質量の推定条件 

放射性物質量の推定に当たっては，保守側の評価となるよう

に，排水口から放出される廃液中に含まれる放射性物質の濃

度を各核種の「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める周

辺監視区域外の水中の濃度限度に対する割合の和が１となる

濃度とし，プルトニウム富化度は二次混合後の最大富化度で

ある18％として評価する。 

② 核種 

推定年間放出量の算出に用いる主要核種の組成は，「ロ．

(イ)(３)②核種」と同じとする。 

 

③ 推定年間放出量 

放射性液体廃棄物の推定年間放出量は以下に示すとおりであ

る。  

推定年間放出量  4.6×106Bq/年（Ｐｕ（α）注１） 

8.0×107Bq/年（Ｐｕ（β）注２） 

注１ Ｐｕ－238，Ｐｕ－239，Ｐｕ－240，Ｐｕ－242及びＡ

ｍ－241 

注２ Ｐｕ－241 

④ 排水中の放射性物質による一般公衆の線量 

排水口における排水中の放射性物質の濃度は，「平成12年科

学技術庁告示第13号」に定める周辺監視区域外の水中の濃度

限度以下である。 

排水口からの排水は再処理施設の海洋放出管を経由して海洋

に放出する。 

ここで，十分安全裕度のある拡散条件として，潮汐流・海流

による拡散・希釈の効果を無視して，海洋放出口を頂点とす

る逆円錐形の評価海域（半径１km，水深40ｍ）に推定年間発

生量の放射性液体廃棄物が希釈されることを想定する。この

ような条件においても評価海域における放射性物質の濃度は

「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める周辺監視区域外

の水中の濃度限度の１万分の１以下であり，一般公衆の線量

は具体的な線量を評価するまでもなく極めて小さい。 

 

（添付書類六） 

 (ロ) 放射性液体廃棄物の放出管理 

(１) 放射性液体廃棄物の処理 

放射性液体廃棄物の発生源としては，次のものがある。 

① 分析設備の分析済液処理装置から発生する廃液等 

② 放出管理分析設備から発生する廃液 

③ 管理区域で発生する油類廃棄物 

五．加工施設における放射線の管理に関する事項 

ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項 

 (ロ) 放射性液体廃棄物の放出管理 

(１) 放射性液体廃棄物の処理 

放射性液体廃棄物の発生源としては，分析設備の分析済液処

理装置から発生する廃液等，通常放射性物質が含まれない廃

液として，管理区域内で発生する空調機器ドレン水等があ

る。 

これらの放射性液体廃棄物は，検査槽に受け入れ，必要に応

じて，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液貯槽へ送液する。 

なお，廃液貯槽等では必要に応じ希釈処理を行う。また，廃

液貯槽の廃液は必要に応じ，ろ過処理又は吸着処理を行う。 

(２) 放出管理 

液体廃棄物の放出に際しては，廃液貯槽で受け入れた廃液の

試料採取を行い，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，排水中の放射性物質の濃度が線量告示に定める周

辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを排出の都度

確認した後，排水口から排出する。 

 

(３) 排水中の放射性物質による公衆の被ばく 

排水口から排出される排水中の放射性物質の年間放出量を算

出し，平常時における公衆の線量が十分小さいことを確認す

る。 

① 放射性物質量の推定条件 

放射性物質量の推定に当たっては，保守側の評価となるよう

に，排水口から排出される排水中に含まれる放射性物質の濃

度を各核種の線量告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度

限度に対する割合の和が0.5となる濃度とし，プルトニウム

富化度は二次混合後の最大富化度である18％として評価す

る。 

② 核種 

年間放出量の算定に用いる主要核種の組成は，「ロ．

(イ)(３)②核種」と同じとする。 

 

③ 年間放出量 

放射性液体廃棄物の年間放出量は以下に示すとおりである。  

年間放出量  4.6×106Bq/年（Ｐｕ（α）注１） 

8.0×107Bq/年（Ｐｕ（β）注２） 

注１ Ｐｕ－238，Ｐｕ－239，Ｐｕ－240，Ｐｕ－242 

及びＡｍ－241 

注２ Ｐｕ－241 

 

④ 排水中の放射性物質による公衆の線量 

排水口における排水中の放射性物質の濃度は，線量告示に定

める周辺監視区域外の水中の濃度限度以下である。 

排水口からの排水は，海洋放出管理系の第１放出前貯槽及び

第１海洋放出ポンプを経由して海洋放出管の海洋放出口から

海洋に放出する。 

ここで，十分安全裕度のある拡散条件として，潮汐流又は海

流による拡散・希釈効果を無視して，海洋放出口を頂点とす

る逆円錐形の評価海域（半径１km，水深40ｍ）に推定年間発

生量の放射性液体廃棄物が希釈されることを想定する。この

ような条件においても評価海域における放射性物質の濃度は

線量告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度の１万分

の１以下であり，公衆の線量は具体的な線量を評価するまで

もなく極めて小さい。 

 

（添付書類六） 

(ロ) 放射性液体廃棄物の放出管理 

(１) 放射性液体廃棄物の処理 

放射性液体廃棄物の発生源としては，次のものがある。 

① 分析設備の分析済液処理装置から発生する廃液等 

② 放出管理分析設備から発生する廃液 

③ 管理区域で発生する油類廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「放射性物質の年間放出量又は年間平均濃度から計算される公

衆の線量が十分な安全裕度のある拡散条件を考慮しても極めて

小さくなることが明らかな場合には、適切な方法により公衆の

線量を評価し、合理的に達成できる限り低いものであることを

確認する線量の評価は要しないものとすることについては、既

許可添付書類六 ニ．（ロ）（３）③「排水中の放射性物質に

よる一般公衆の線量」に、具体的な線量を評価するまでもなく

極めて小さいことを記載している。 

 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直しを

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

排水口から排出される排水中に含まれる放射性物質の濃度

を各核種の線量告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度

限度に対する割合の和を１から0.5へ変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の変更なし 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（12/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，通常放射性物質が含まれない廃液として，管理区域

内で発生する空調機器ドレン水等がある。 

これらの放射性液体廃棄物のうち油類を除くものは，分析設

備の分析済液処理装置から発生する廃液等及び放出管理分析

設備から発生する廃液と管理区域内で発生する空調機器ドレ

ン水等を区分し，それぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に

受け入れ，必要に応じて，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液

貯槽へ送液する。 

なお，廃液貯槽等では必要に応じ希釈処理を行う。 

油類廃棄物は，放射性物質に汚染されたもの又は汚染のおそ

れがあるとみなされたものをドラム缶等に封入し，廃油保管

室に保管廃棄する。 

 

 

 (２) 放出管理 

液体廃棄物の放出に際しては，廃液貯槽で受け入れた廃液の

試料採取を行い，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，排水中の放射性物質の濃度が「平成12年科学技術

庁告示第13号」に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度以

下であることを放出の都度確認した後，排水口から放出す

る。 

(３) 排水中の放射性物質による一般公衆の被ばく 

排水口から放出される排水中の放射性物質の推定年間放出量

を算出し，平常時における一般公衆の線量が十分小さいこと

を確認する。 

① 放射性液体廃棄物の発生量 

加工施設における放射性液体廃棄物の推定年間発生量は，上

記(１)における各発生源での推定年間発生量及び希釈処理に

よる希釈水発生量を保守側に考慮して1,500ｍ3とする。 

② 放射性液体廃棄物の推定年間放出量 

ａ．放射性物質量の推定条件 

放射性物質量の推定に当たっては，保守側の評価となるよう

に，排水口から放出される廃液中に含まれる放射性物質の濃

度を各核種の「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める周

辺監視区域外の水中の濃度限度に対する割合の和が１となる

濃度とし，プルトニウム富化度は二次混合後の最大富化度で

ある18％として評価する。 

ｂ．核種 

推定年間放出量の算出に用いる主要核種の組成は，「ニ．

(イ)(３)①ｂ．核種」と同じとする。 

 

ｃ．推定年間放出量 

ウラン，不純物として含まれるＦＰ等については，プルトニ

ウム（アメリシウム－241を含む。）に比べて，放出量が十

分小さく，一般公衆の被ばくへの寄与が無視できる。 

液体廃棄物の廃棄設備からの放射性物質の推定年間放出量を

添６第４表に示す。 

③ 排水中の放射性物質による一般公衆の線量 

放射性液体廃棄物の推定年間放出量は上記②に示したとおり

であり，排水口における排水中の放射性物質の濃度を添６第

５表に示す。 

排水口からの排水は再処理施設の海洋放出管を経由して海洋

に放出する。 

 

ここで，十分安全裕度のある拡散条件として，潮汐流・海流

による拡散・希釈の効果を無視して，海洋放出口を頂点とす

る逆円錐形の評価海域（半径１km，水深40ｍ）に推定年間発

生量の放射性液体廃棄物が希釈されることを想定する。この

ような条件においても評価海域における放射性物質の濃度は

「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める周辺監視区域外

の水中の濃度限度の１万分の１以下であり，一般公衆の線量

は具体的な線量を評価するまでもなく極めて小さい。 

 

 

その他，通常放射性物質が含まれない廃液として，管理区域

内で発生する空調機器ドレン水等がある。 

これらの放射性液体廃棄物のうち油類を除くものは，分析設

備の分析済液処理装置から発生する廃液等及び放出管理分析

設備から発生する廃液と管理区域内で発生する空調機器ドレ

ン水等を区分し，それぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に

受け入れ，必要に応じて，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液

貯槽へ送液する。 

なお，廃液貯槽等では必要に応じ希釈処理を行う。 

油類廃棄物は，放射性物質に汚染されたもの又は汚染のおそ

れがあるとみなされたものをドラム缶等に封入し，廃油保管

室の廃油保管エリアに保管廃棄する。 

 

 

(２) 放出管理 

液体廃棄物の放出に際しては，廃液貯槽で受け入れた廃液の

試料採取を行い，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，排水中の放射性物質の濃度が線量告示に定める周

辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを排出の都度

確認した後，排水口から排出する。 

 

(３) 排水中の放射性物質による公衆の被ばく 

排水口から排出される排水中の放射性物質の年間放出量を算

定し，平常時における公衆の線量が小さいことを確認する。 

 

① 放射性液体廃棄物の推定年間発生量 

加工施設における放射性液体廃棄物の推定年間発生量は，希

釈処理による希釈水発生量を考慮して3000ｍ3とする。 

 

② 放射性液体廃棄物の年間放出量 

ａ．放射性物質量の推定条件 

放射性物質量の推定に当たっては，実際の設計値を包絡する

ように，排水口から排出される排水中に含まれる放射性物質

の濃度を各核種の線量告示に定められた周辺監視区域外の水

中の濃度限度に対する割合の和が0.5となる濃度とし，プル

トニウム富化度は二次混合後の最大富化度である18％として

評価する。 

ｂ．核種 

年間放出量の算定に用いる主要核種の組成は，「ニ．

(イ)(３)①ｂ．核種」と同じとする。 

 

ｃ．年間放出量 

ウラン及び不純物として含まれるＦＰ等については，プルト

ニウム（アメリシウム－241を含む。）に比べて，放出放射

能量が小さく，公衆の被ばくへの寄与が無視できる。 

液体廃棄物の廃棄設備からの放射性物質の推定年間放出量を

添６第４表に示す。 

③ 排水中の放射性物質による公衆の線量 

放射性液体廃棄物の年間放出量は上記②に示したとおりであ

り，排水口における排水中の放射性物質の濃度を添６第５表

に示す。 

排水口からの排水は，海洋放出管理系の第１放出前貯槽及び

第１海洋放出ポンプを経由して海洋放出管の海洋放出口から

海洋へ放出する。 

ここで，安全裕度のある拡散条件として，潮汐流又は海流に

よる拡散及び希釈の効果を無視して，海洋放出口を頂点とす

る逆円錐形の評価海域（半径１km，水深40ｍ）に年間発生量

の放射性液体廃棄物が希釈されることを想定する。このよう

な条件における放射性物質の濃度は，評価海域の体積換算で

単純計算しても１万分の１以下に希釈される。これに伴う評

価海域の公衆の線量を簡易的に評価しても約２μSv/yとな

り，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指

針」において定められた線量目標値（50μSv/y）を下回る。 

さらに，加工施設から放出される排水中の放射性物質による

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

放射性液体廃棄物の推定年間発生量を1,500ｍ3から3000ｍ3

へ変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条要求による変更（他施設との共用に係る変更） 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

規則及び解釈の表現を踏まえて要求機能の明確化 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（13/14） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工施設の位置、構造及び備基準に関する規則解釈 

（第１７条 廃棄施設） 

３ 上記２の「線量目標値を参考に、公衆の線量を合理的に

達成できる限り低減できるものであること」の確認は、以

下の各号に掲げるとおりとする。  

一 排気中の放射性物質による公衆の被ばく 

 

中略 

 

二 排水中の放射性物質による公衆の被ばく 

 

中略 

 

三 線量の合算 

上記一及び二において計算された線量を合算した線量

が、合理的に達成できる限り低いものであることを確認

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工施設の位置、構造及び備基準に関する規則 

（廃棄施設） 

第十七条  
２ 加工施設には、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要

な容量を有する放射性廃棄物の保管廃棄施設（安全機能を

有する施設に属するものに限る。）を設けなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付書類六） 

ヘ．放射性物質の放出等に伴う一般公衆の線量評価結果 

加工施設から放出される排気中及び排水中の放射性物質によ

る一般公衆の線量は，極めて小さく無視できる。 

 

 

加工施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視

区域境界における一般公衆の実効線量は，年間１×10-3mSv

未満であり，「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める周

辺監視区域外の線量限度（実効線量について年間１mSv）を

十分に下回る。ガンマ線による皮膚及び眼の水晶体の等価線

量は，放射線束からの換算係数が実効線量とほぼ等しいた

め，実効線量と同等となる。また，中性子線による皮膚及び

眼の水晶体の等価線量については，実効線量の限度が守られ

ていれば皮膚及び眼の水晶体の限度を超えることはない
(10)。これらのことより，皮膚及び眼の水晶体の等価線量に

ついても「平成12年科学技術庁告示第13号」に定める周辺監

視区域外の線量限度（皮膚の等価線量について年間50mSv，

眼の水晶体の等価線量について年間15mSv）を十分に下回

る。 

以上のように，平常時における加工施設から環境への放射性

物質の放出等に伴う一般公衆の線量は，「平成12年科学技術

庁告示第13号」に定める周辺監視区域外の線量限度を十分に

下回るとともに，合理的に達成できる限り低い。 

なお，再処理施設，廃棄物管理施設等に起因する線量を考慮

しても，一般公衆の線量は，「平成12年科学技術庁告示第13

号」に定める周辺監視区域外の線量限度に比べ十分小さい。 

 

 

 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

 (ハ) 固体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

 

固体廃棄物の廃棄設備は，廃棄物保管設備及び再処理施設の

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の低レベル固体廃棄物貯蔵設備

の第２低レベル廃棄物貯蔵系で構成する。 

 

管理区域で発生する固体廃棄物は，所定の容器に封入し廃棄

物保管設備（廃棄物保管室）で保管廃棄するか，再処理施設

の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系

で保管廃棄する。 

 

 

 

 

 

 

公衆の線量は，十分な拡散条件である潮汐流・海流による拡

散・希釈効果を考慮した場合，海洋放出口を頂点とする逆円

錐形の評価海域における公衆の線量よりも低くなるため，具

体的な線量を評価するまでもなく極めて小さい。 

 

 

（添付書類六） 

ヘ．放射性物質の放出等に伴う公衆の線量評価結果 

加工施設から放出される排気中及び排水中の放射性物質によ

る公衆の線量は極めて小さく無視でき「発電用軽水型原子炉

施設周辺の線量目標値に関する指針」において定められた線

量目標値（50μSv/y）を下回る。 

加工施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視

区域境界における公衆の実効線量は，約３×10-1μSv/yであ

り，線量告示に定める周辺監視区域外の線量限度（実効線量

について１mSv/y）を下回る。ガンマ線による皮膚及び眼の

水晶体の等価線量は，放射線束からの換算係数が実効線量と

ほぼ等しいため，実効線量と同等となる。また，中性子線に

よる皮膚及び眼の水晶体の等価線量については，実効線量の

限度が守られていれば皮膚及び眼の水晶体の限度を超えるこ

とはない(10)。これらのことより，皮膚及び眼の水晶体の等

価線量についても線量告示に定める周辺監視区域外の線量限

度（皮膚の等価線量について50mSv/y，眼の水晶体の等価線

量について15mSv/y）を下回る。 

 

 

以上のように，平常時における加工施設から環境への放射性

物質の放出等に伴う公衆の線量は，線量告示に定める周辺監

視区域外の線量限度を下回るとともに，合理的に達成できる

限り低い。 

なお，再処理施設及び廃棄物管理施設に起因する線量を考慮

しても，公衆の線量は，線量告示に定められた周辺監視区域

外の線量限度に比べ小さい。 

 

 

 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ロ．加工施設の一般構造 

(ト) その他の主要な構造 

（１）安全機能を有する施設 

⑨ 廃棄施設 

保管廃棄施設（安全機能を有する施設に属するものに限

る。）は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を

有する設計とする。 

 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

 

固体廃棄物の廃棄設備は，廃棄物保管設備（廃棄物保管第

１室及び廃棄物保管第２室の廃棄物保管エリア）及び再処

理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の低レベル固体廃棄

物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系で構成する。 

廃棄物保管設備及び第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ドラム

缶又は金属製角型容器に封入した雑固体（固型化処理した

油類を含む。）を固体廃棄物として保管廃棄する。 

廃棄物保管設備及び第２低レベル廃棄物貯蔵系は，固体廃

棄物を保管廃棄するために必要な容量を確保する設計とす

る。 

このため，再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵系を，加

工施設と共用し，共用によって加工施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「排気中の放射性物質による公衆の被ばく及び排水中の放射性

物質による公衆の被ばくにおいて計算された線量を合算した線

量が、合理的に達成できる限り低いものであることを確認する

こと。」については、既許可添付書類六 ヘ．「放射性物質の

放出等に伴う一般公衆の線量評価結果」に加工施設から放出さ

れる排気中及び排水中の放射性物質による一般公衆の線量は，

極めて小さく無視でき，平常時における加工施設から環境への

放射性物質の放出等に伴う公衆の線量は，線量告示に定める周

辺監視区域外の線量限度を十分に下回るとともに，合理的に達

成できる限り低いことを記載している。 

 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直しを

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する放射

性廃棄物の保管廃棄施設を設ける」については、既許可におい

て加工規則に従い固体廃棄物の処理能力として保管廃棄能力を

記載しており，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量

を有する設計とすることを示している。 

 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、許

認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化の観点で見直しを

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の変更なし 

 

記載の適正化（表現の見直し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（内容の明確化）】 

規則及び解釈の表現を踏まえて要求機能の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

廃棄物保管設備を廃棄物保管室から廃棄物保管第１室及び

廃棄物保管第２室の廃棄物保管エリアへ変更 

 

 

【記載の適正化（内容の明確化）】 

規則及び解釈の表現を踏まえて要求機能の明確化 

 



事業許可基準規則第１７条と許認可実績・適合方針との比較表（14/14）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比

較結果 
(２) 廃棄物の処理能力

廃棄物保管室は，固体廃棄物を200Ｌドラム缶換算で約2,500

本保管廃棄する能力がある｡ 

また，共用する再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，固体廃棄物を200Ｌドラム缶

換算で約50,000本保管廃棄する能力がある｡ 

原子力規制委員会設置法附則第28条第1項に基づく届出書 

五．加工施設における放射線の管理に関する事項 

ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項

(ハ) 放射性固体廃棄物の管理

放射性固体廃棄物はドラム缶等に封入し，廃棄物保管室で保

管廃棄するか，再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系で保管廃棄する。

（添付書類五） 

ハ．環境安全設計

(イ) 放射性廃棄物の放出に対する考慮

(３) 放射性固体廃棄物

加工施設で発生する放射性固体廃棄物は，可燃性，難燃性及

び不燃性の雑固体廃棄物であり，分別等を行った後，ドラム

缶等に封入する。

ドラム缶等は，廃棄物保管室で保管廃棄するか，再処理施設

の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系

で保管廃棄する。放射性固体廃棄物の推定発生量は，200Ｌ

ドラム缶換算で約1,000本/年である。廃棄物保管室の保管廃

棄能力は，200Ｌドラム缶換算で約2,500本（約２ｍ3角型容

器換算で約250基）であり，共用する再処理施設の低レベル

固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の保管廃棄

能力は，200Ｌドラム缶換算で約50,000本である。

放射性固体廃棄物の保管廃棄に当たっては，線量当量率，廃

棄物中のプルトニウム質量等を測定し，適切に管理する。 

（添付書類六） 

(ハ) 放射性固体廃棄物の管理

放射性固体廃棄物は可燃性，難燃性及び不燃性の廃棄物に区

分し，ドラム缶等に封入する。容器は，廃棄物保管室で保管

廃棄するか，再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第

２低レベル廃棄物貯蔵系で保管廃棄する。

(２) 廃棄物の処理能力

該当なし

(３) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力

固体廃棄物の廃棄設備の最大保管廃棄能力を以下に示す。 

① 廃棄物保管設備

200Ｌドラム缶換算で約2500本 

② 第２低レベル廃棄物貯蔵系

200Ｌドラム缶換算で約55200本 

五．加工施設における放射線の管理に関する事項 

ロ．放射性廃棄物の廃棄に関する事項

(ハ) 放射性固体廃棄物の管理

放射性固体廃棄物はドラム缶等に封入し，廃棄物保管第１室

及び廃棄物保管第２室の廃棄物保管エリアで保管廃棄する

か，再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベ

ル廃棄物貯蔵系で保管廃棄する。

（添付書類五）

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設

(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備

(３) 主要設備の仕様

ＭＯＸ燃料加工施設で発生する放射性固体廃棄物は，可燃

性，難燃性及び不燃性の雑固体であり，分別等を行った後，

ドラム缶等に封入する。

ドラム缶等は，廃棄物保管室（廃棄物保管第１室及び廃棄物

保管第２室の廃棄物保管エリア）で保管廃棄するか，再処理

施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系で保管廃棄する。放射性固体廃棄物の推定発生量は，

200Ｌドラム缶換算で約1,000本/年である。廃棄物保管室

（廃棄物保管第１室及び廃棄物保管第２室の廃棄物保管エリ

ア）の保管廃棄能力は，200Ｌドラム缶換算で約2,500本（約

２ｍ3角型容器換算で約250基）であり，共用する再処理施設

の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系

の保管廃棄能力は，200Ｌドラム缶換算で約55,200本であ

る。

放射性固体廃棄物の保管廃棄に当たっては，線量当量率，廃

棄物中のプルトニウム質量等を測定し，適切に管理する。 

（添付書類六） 

(ハ) 放射性固体廃棄物の管理

放射性固体廃棄物は可燃性，難燃性及び不燃性の廃棄物に区

分し，ドラム缶等に封入する。容器は，廃棄物保管室（廃棄

物保管第１室及び廃棄物保管第２室の廃棄物保管エリア）で

保管廃棄するか，再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備

の第２低レベル廃棄物貯蔵系で保管廃棄する。

第１４条要求による変更（他施設との共用に係る変更） 

【記載の適正化（内容の明確化）】 

規則及び解釈の表現を踏まえて要求機能の明確化 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

油類廃棄物の保管廃棄場所を廃油保管室から廃油保管室の

廃油保管エリアへ変更 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

廃棄物保管設備を廃棄物保管室から廃棄物保管第１室及び

廃棄物保管第２室の廃棄物保管エリアへ変更 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル

廃棄物貯蔵系の保管廃棄能力を200Ｌドラム缶換算で約

50,000本から200Ｌドラム缶換算で約55,200本へ変更 

【記載の適正化（その他「廃棄施設の容量等の変更」整理

資料記載内容の取り込み）】 

廃棄物保管設備を廃棄物保管室から廃棄物保管第１室及び

廃棄物保管第２室の廃棄物保管エリアへ変更 




